
（様式２）

所管課名 信州の木活用課 整理番号 2-8

処分の種類

根拠法令条例

等・条項

処分の概要

処分基準

（未設定の場合

はその理由）

基準の制定根拠

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

専用契約の取消し

森林組合法第116条

森林組合法第34条第1項の規定による専用契約の取消し

未設定（法令において言い尽くされているため）

森林組合法第116条

　行政庁は、第三十四条第一項（第百九条第二項において準用する場合を含む。）の規

定による契約の内容が公益に反すると認めるときは、その契約を取り消すことができる。

「森林組合法等に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について（平成6年9月

29日6-8林野庁林政部森林組合課長通知）」

第２

（11）法第１１６条の規定による専用契約の取消しを行うに当たっては、契約の履行を確保

するため組合員に不当な制約を課する等組合員の事業利用の自由を実質的に制限する

ものであるか否かをもって、同条の「契約の内容が公益に反する」か否かを判断するものと

する。

森林組合法第116条

森林組合法に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について第２（11）

（平成６年９月29日6-8林野庁林政部森林組合課長通知）


